
正
徹
草
庵
領
備
中
国
小
田
庄
に
つ
い
て

岩

下

己糸

之

　
先
年
公
刊
さ
れ
た
『
室
町
幕
府
引
付
史
料
集
成
』
上
巻
（
昭
和
五
十
五
年
・
近
藤
出
版
社
）
に
、
正
徹
の
草
庵
領
で
あ
る
、
備
中
国

小
田
庄
に
関
す
る
一
文
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
文
章
は
、
ま
だ
管
見
に
触
れ
な
い
の
で
、
こ
こ
に
私
見
を
提

出
し
て
み
た
い
。

　
次
に
引
用
す
る
の
は
、
右
に
収
め
ら
れ
た
『
御
前
落
居
記
録
』
の
一
節
で
あ
る
。
な
お
試
解
の
た
め
、
e
か
ら
⑪
ま
で
の
番
号
を
付

し
た
。一

　
（
花
押
1
）

大
原
勝
林
院
通
厳
申
来
来
迎
院
領
備
中
国
靹
額
岬
噸
四
箇
村
事

正
徹
草
庵
領
備
中
国
小
田
庄
に
つ
い
て

一
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正
徹
草
庵
領
備
中
国
小
田
庄
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

θ
為
年
来
当
院
領
之
処
、
中
古
院
務
本
達
上
人
・
同
朋
正
信
致
自
専
、
任
雅
意
令
譲
与
聖
興
蔵
主
、
婿
額
其
跡
常
喜
井
徹
書
記
以

下
於
干
今
押
妨
之
条
、
寺
領
一
所
及
失
墜
之
由
就
申
之
、
⇔
被
尋
下
常
喜
等
、
召
出
支
証
、
備
上
覧
詑
、
尤
以
合
奉
行
難
可
有
御

糺
明
、
㊤
所
令
出
帯
如
支
状
井
文
書
案
証
吐
冶
失
者
、
本
券
正
信
譲
状
也
、
⑲
何
非
住
持
之
儀
可
相
計
寺
領
哉
、
縦
難
為
院
務
、
一

代
住
持
譲
状
難
被
許
容
欺
、
芳
以
通
厳
所
申
非
無
其
謂
、
㊥
然
早
任
暦
応
三
年
十
二
月
四
日
　
院
宣
之
旨
、
以
　
御
判
可
被
返
付

来
迎
院
也
　

　
　
永
享
三
年
五
月
廿
五
日
　
大
和
守
貞
連
（
花
押
）

　
文
中
の
徹
書
記
な
る
人
物
が
、
永
享
年
間
に
備
中
国
小
田
と
関
係
し
て
い
る
の
で
、
正
徹
そ
の
人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　
表
題
は
、
大
原
勝
林
院
の
通
厳
な
る
も
の
が
、
来
迎
院
領
で
あ
る
備
中
国
の
四
箇
村
に
つ
き
、
訴
え
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

e
こ
の
四
箇
村
は
長
年
当
院
領
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
中
古
、
院
務
本
達
上
人
と
同
朋
正
信
が
、
勝
手
に
聖
興
蔵
主
に
譲
与
し
て
し

ま
い
、
こ
れ
を
相
続
し
た
常
喜
な
ら
び
に
徹
書
記
以
下
が
今
日
に
至
る
ま
で
、
同
地
を
押
妨
し
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
み
す
み
す
寺

領
を
失
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
、
と
訴
え
出
た
。
◎
そ
こ
で
常
喜
等
に
尋
問
し
、
証
拠
書
類
を
提
出
さ
せ
、
将
軍
の
上
覧
に
備
え

た
。
◎
と
こ
ろ
が
常
喜
側
で
提
出
し
た
書
類
は
写
し
で
あ
っ
た
。
（
原
文
書
は
紛
失
し
た
と
の
こ
と
だ
）
。
本
券
は
正
信
の
譲
状
で
あ
る
。

⑳
そ
こ
で
こ
の
よ
う
に
沙
汰
を
し
た
。
住
持
で
も
な
い
正
信
が
寺
領
を
処
分
し
て
よ
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
院
務
が
や
っ
た
こ

と
だ
と
し
て
も
、
一
代
限
り
の
住
持
に
す
ぎ
な
い
も
の
の
譲
状
で
は
有
効
性
を
認
め
が
た
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
通
厳
の
言
い
分
に
は

道
理
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
㊨
従
っ
て
、
暦
応
三
年
の
院
宣
の
通
り
、
将
軍
の
判
を
も
っ
て
、
同
所
領
は
来
迎
院
に
返
還
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
読
み
と
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
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所
領
地
の
所
有
者
に
つ
い
て
、
時
間
的
に
事
実
経
過
を
追
っ
て
み
れ
ば
、
備
中
国
四
箇
村
は
、
ま
ず
暦
応
三
年
十
二
月
四
日
付
の
院

宣
に
よ
っ
て
来
迎
院
領
と
認
め
ら
れ
て
い
た
。
後
に
本
達
上
人
と
同
朋
正
信
が
勝
手
に
聖
興
蔵
主
に
譲
与
し
た
。
聖
興
か
ら
さ
ら
に
常

喜
、
徹
書
記
に
伝
領
さ
れ
た
が
、
来
迎
院
か
ら
見
れ
ぽ
権
利
侵
害
に
他
な
ら
ず
、
幕
府
に
対
し
て
訴
え
出
、
幕
府
は
こ
れ
を
正
当
な
訴

え
と
し
て
認
定
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
『
御
前
落
居
記
録
』
は
『
国
書
総
目
録
』
に
は
東
大
法
学
部
研
究
室
蔵
本
一
本
の
み
を
記
載
し
、
他
の
伝
本
を
聞
か
な
い
。
こ

の
書
は
室
町
幕
府
将
軍
御
前
に
お
け
る
御
前
沙
汰
の
記
録
で
あ
り
、
冒
頭
の
花
押
は
足
利
義
教
自
身
の
花
押
で
あ
る
。
し
か
も
本
書

は
、
編
者
桑
山
浩
然
氏
の
解
題
に
よ
れ
ば
、
花
押
の
筆
勢
、
奉
行
人
の
筆
蹟
等
か
ら
、
「
写
本
で
な
く
原
本
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
」

と
の
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
記
述
は
、
室
町
幕
府
の
中
枢
部
に
お
い
て
、
将
軍
自
ら
が
認
め
た
判
決
を
、
幕
府
奉
行
衆
が
書

き
留
め
た
と
い
う
、
こ
の
上
な
い
根
本
史
料
で
あ
る
。
ま
た
、
当
然
こ
の
判
決
は
訴
訟
当
事
者
双
方
、
な
ら
び
に
備
中
守
護
、
ま
た
は

し
か
る
べ
き
機
関
に
伝
え
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
文
書
は
今
の
と
こ
ろ
知
ら
れ
て
い
な
い
。
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二

　
さ
て
、
こ
の
訴
訟
に
つ
い
て
正
徹
側
の
対
応
を
見
て
み
た
い
が
、
残
念
な
が
ら
『
草
根
集
』
に
は
永
享
三
年
度
分
が
欠
け
て
い
る
の

で
あ
る
。
前
年
度
に
あ
た
る
永
享
二
年
、
翌
年
の
永
享
四
年
に
つ
い
て
は
、
『
草
根
集
』
巻
二
に
日
次
を
お
っ
て
か
な
り
く
わ
し
い
記

述
が
あ
る
。
『
私
家
集
大
成
』
に
よ
れ
ば
、
（
以
後
『
草
根
集
』
は
同
書
に
よ
り
、
そ
の
番
号
で
引
用
す
る
）
永
享
二
年
十
二
月
の
一
六

七
三
番
の
次
に
、
（
九
行
分
空
白
）
が
あ
っ
て
、
す
ぐ
に
永
享
四
年
正
月
一
日
の
記
事
に
な
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
永
享
三
年
分
全
体
が

欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
翌
年
の
永
享
四
年
四
月
二
日
に
起
き
た
火
災
に
よ
る
、
歌
稿
の
焼
失
に
由
来
す
る
　
か
も
知
れ
な
い

　
　
　
　
　
正
徹
草
庵
領
備
中
国
小
田
庄
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
　
正
徹
草
庵
領
備
中
国
小
田
庄
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
四

が
、
ま
こ
と
に
惜
し
ま
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
所
領
が
再
び
正
徹
の
手
に
も
ど
っ
た
康
正
二
年
九
月
廿
三
日
に
、
『
草
根
集
』
で
は
九

五
三
一
の
詞
書
、

　
　
草
庵
領
備
中
国
小
田
庄
と
い
ふ
在
所
に
、
当
御
代
の
安
堵
の
御
判
申
し
い
た
し
た
る
を
、
人
く
佳
せ
ら
る
ふ
こ
と
あ
り
し
に
、

　
　
続
歌
申
沙
汰
せ
し
中
に

と
淡
々
と
記
す
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
永
享
三
年
分
の
詠
草
が
保
存
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
細
か
い
訴
訟
の
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。
家
集
に
記
す
ぺ
き
事
柄
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
次
に
文
中
に
あ
ら
わ
れ
る
寺
院
、
人
名
に
つ
い
て
記
し
て
お
く
。

　
大
原
勝
林
院
は
、
地
誌
類
に
記
述
さ
れ
て
い
る
が
『
雍
州
府
誌
』
巻
四
に
よ
れ
ば
、

　
　
在
大
原
而
比
叡
山
之
末
寺
也
、
本
尊
世
称
証
拠
阿
弥
陀
、
伝
言
、
法
然
与
台
徒
有
法
論
、
是
謂
大
原
問
答
、
干
時
此
弥
陀
為
証
、

　
　
故
称
之

『
山
城
名
跡
志
』
巻
五
に
よ
れ
ば
、

　
　
寂
源
、
長
和
年
中
ノ
開
創
ナ
リ

な
ど
と
見
え
る
。
平
安
朝
以
来
の
由
緒
あ
る
、
天
台
宗
の
寺
院
で
あ
る
。

　
来
迎
院
は
、
『
雍
州
府
誌
』
に
、

　
　
在
勝
林
寺
之
東
山
上

と
あ
っ
て
、
両
寺
が
す
ぐ
隣
合
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
わ
か
る
。
こ
の
来
迎
院
所
領
に
つ
い
て
、
勝
林
院
の
僧
が
訴
訟
を
お
こ
す
の
は

不
思
議
な
よ
う
で
あ
る
が
、
両
寺
は
単
に
所
在
が
近
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
と
も
に
魚
山
声
明
を
伝
え
た
寺
院
で
あ
る
か
ら
、
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
一

町
期
に
勝
林
院
が
来
迎
院
の
寺
務
を
取
扱
っ
た
り
、
あ
る
い
は
事
実
上
併
合
し
た
り
な
ど
の
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
本
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達
上
人
、
同
朋
正
信
、
通
厳
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　
聖
興
蔵
主
に
つ
い
て
も
全
く
不
明
で
あ
る
が
、
蔵
主
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
禅
宗
で
の
名
称
で
あ
り
、
天
台
の
寺
の
住
持
が
所
領
を

譲
る
と
い
う
の
も
不
思
議
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
知
客
と
い
う
語
は
、
何
か
単
な
る
知
人
と
い
う
以
上
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
こ
れ
も
そ
の
通
り
に
受
け
と
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
常
喜
に
つ
い
て
は
、
東
福
寺
の
塔
頭
に
常
喜
庵
が
あ
り
、
大
日
本
古
文
書
中
の
『
東
福
寺
文
書
』
一
巻
の
五
八
．
五
九
文
書
に
常
喜

庵
と
し
て
花
押
を
書
い
た
人
物
が
あ
り
、
こ
れ
は
編
者
に
よ
れ
ば
、
「
華
嶽
建
冑
」
と
い
う
僧
だ
と
注
し
て
あ
る
。
た
だ
、
『
御
前
落
居

記
録
』
中
の
常
喜
は
、
寺
院
名
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
個
人
名
と
し
て
の
徹
書
記
と
並
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
常
喜
庵

に
つ
い
て
は
、
『
草
根
集
』
二
四
四
二
・
六
二
三
二
な
ど
の
詞
書
に
も
名
が
あ
が
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
草
根
集
』
巻
六
に
は
、

　
　
　
同
三
年
遜
醒
八
月
四
日
・
細
川
右
京
大
夫
勝
元
・
弘
源
寺
誓
＋
三
回
追
善
の
た
め
と
て
、
品
経
す
・
め
ら
れ
し
中
に

　
　
　
　
　
陀
羅
尼
品
　
令
後
安
穏
　
離
諸
衰
患

五
三
八
七
ち
ら
さ
り
き
野
分
も
雨
も
よ
き
て
行
　
花
の
千
草
の
露
の
山
陰

　
　
　
　
　
　
懐
旧

五
三
八
八
あ
り
ふ
る
も
う
つ
ム
す
く
な
き
老
か
世
に
　
昔
か
た
り
の
夢
そ
忘
れ
ぬ

と
あ
っ
て
、
た
し
か
に
正
徹
の
知
人
の
中
に
常
喜
と
名
乗
る
も
の
が
い
る
が
、
こ
こ
で
は
嘉
吉
二
年
に
没
し
た
細
川
持
之
の
法
名
な
の

で
あ
っ
て
、
ま
さ
か
管
領
職
に
し
て
数
箇
国
の
守
護
で
あ
っ
た
も
の
か
、
正
徹
と
組
ん
で
備
中
の
四
箇
村
を
押
妨
す
る
と
も
思
え
な

い
。
第
三
の
常
喜
を
求
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
論
じ
た
よ
う
に
、
訴
訟
の
記
録
に
あ
ら
わ
れ
る
人
物
は
い
ず
れ
も
不
明
で
あ
り
、
所
領
が
叡
山
系
の
寺
院
か
ら
禅
宗
の
人
物
へ

　
　
　
　
　
正
徹
草
庵
領
備
中
国
小
田
庄
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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正
徹
草
庵
領
備
中
国
小
田
庄
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

譲
ら
れ
る
の
は
不
思
議
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
『
御
前
落
居
記
録
』
の
史
料
的
価
値
か
ら
見
て
、
今
後
は
小
田
庄
の
伝
来
を
め
ぐ
っ
て
大

原
勝
林
院
、
来
迎
院
、
本
達
上
人
、
同
朋
正
信
、
聖
興
蔵
主
、
常
喜
な
ど
に
つ
い
て
の
調
査
が
す
す
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三

　
正
徹
伝
に
つ
い
て
は
、
稲
田
利
徳
氏
が
諸
史
料
、
先
行
の
諸
研
究
を
博
捜
し
て
『
正
徹
の
研
究
』
の
中
に
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
。
同

書
に
よ
っ
て
従
来
の
研
究
を
顧
る
と
、
小
田
庄
に
つ
い
て
は
『
草
根
集
』
に
よ
っ
て
康
永
二
年
九
月
廿
三
日
に
返
還
さ
れ
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
お
り
、
次
に
『
松
下
集
』
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
前
足
利
義
教
に
よ
っ
て
没
収
さ
れ
て
い
た
所
領
で
あ
っ
た
こ
と
が
新
し
く
判
明

し
た
の
み
で
あ
っ
た
。
康
永
二
年
の
所
領
安
堵
は
『
草
根
集
』
の
み
を
根
拠
と
し
『
後
鑑
』
も
『
史
料
綜
覧
』
も
他
の
史
料
を
掲
げ
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
『
御
前
落
居
記
録
』
に
よ
っ
て
、
没
収
の
日
付
が
永
享
三
年
五
月
廿
五
日
と
明
確
に
な
っ
た
わ
け

で
あ
る
。

　
さ
ら
に
本
件
の
原
因
は
従
来
、
足
利
義
教
対
正
徹
の
個
人
的
な
確
執
に
あ
る
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
け
れ
ど
も
、
記
録
が
明
ら

か
に
な
っ
て
み
る
と
、
勝
林
院
通
厳
の
訴
訟
に
対
し
、
正
徹
側
が
有
効
な
反
証
を
展
開
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
敗
訴
し
た
の
で
あ
っ

て
、
こ
こ
に
義
教
の
意
図
を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
。
中
世
の
武
家
政
権
に
と
っ
て
、
土
地
紛
争
に
有
効
か
つ
公
平
な
判
断
を
下
す
こ

と
は
根
本
的
な
存
在
理
由
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
本
件
も
幕
府
奉
行
人
の
評
議
に
よ
る
、
い
わ
ば
官
僚
的
、
組
織
的
な
判
断
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
将
軍
の
独
裁
的
、
専
制
的
な
恣
意
に
よ
る
判
決
で
あ
る
可
能
性
は
必
ず
し
も
高
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
敗
訴

し
た
の
は
「
常
喜
井
徹
書
記
以
下
人
々
」
な
の
で
あ
っ
て
、
正
徹
個
人
で
は
な
い
。
土
地
所
有
権
が
争
わ
れ
た
の
は
、
こ
の
人
々
と
勝

林
院
・
来
迎
院
と
の
間
で
あ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
追
跡
し
て
み
る
と
、
康
正
二
年
の
逆
転
安
堵
に
っ
い
て
も
別
の
見
方
が
考
え
ら
れ
る
。
永
享
三
年
の
裁
定
が
二
代
住

持
譲
状
難
被
許
容
歎
L
と
い
う
、
そ
れ
な
り
の
論
理
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
く
つ
が
え
す
に
足
り
る
何
ら
か
の

材
料
が
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
嘉
吉
元
年
の
義
教
の
死
の
あ
と
、
十
数
年
後
に
安
堵
さ
れ
て
い
る
の
だ
か

ら
、
義
教
か
ら
義
勝
義
政
へ
の
将
軍
職
の
代
替
り
と
は
、
さ
ほ
ど
関
連
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
は
、
正
徹
没
後
、
正
広
の

代
に
な
っ
て
の
再
度
の
所
領
没
収
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
も
ま
た
、
勝
林
院
・
来
迎
院
か
ら
の
働
き
か
け
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
一
つ
の
所
領
紛
争
が
、
永
享
三
年
か
ら
正
徹
死
去
の
長
禄
三
年
ま
で
、
二
十
八
年
に
わ
た
っ
て
続
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
『
松
下
集
』
の
記
事
も
こ
う
な
っ
て
み
る
と
別
の
見
方
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

六
〇
一
床
の
う
へ
に
も
る
露
消
し
程
も
な
く
　
余
所
に
な
る
こ
の
小
田
の
秋
風

　
　
　
此
歌
は
、
備
中
国
小
田
庄
と
て
庵
領
あ
り
、
普
広
院
殿
の
御
時
、
ゆ
へ
な
く
め
し
は
な
さ
れ
侍
り
、
御
代
の
後
、
や
か
て
安
堵

　
　
　
あ
り
し
を
、
愚
身
に
相
続
あ
り
て
、
老
僧
の
死
去
の
後
、
人
の
訴
訟
あ
り
て
、
知
行
せ
さ
り
、
述
懐
の
心
也

文
中
の
「
普
光
院
殿
の
御
時
」
と
は
、
単
に
足
利
義
教
の
在
職
中
の
意
味
で
あ
る
。
「
ゆ
へ
な
く
め
し
は
な
さ
れ
侍
り
」
は
、
勝
林
院

側
で
は
ま
た
別
の
見
方
を
す
る
で
あ
ろ
う
。
「
御
代
の
後
、
や
か
て
安
堵
あ
り
し
を
」
は
、
実
は
義
教
死
後
十
数
年
経
て
か
ら
の
、
康

正
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
人
の
訴
訟
あ
り
て
」
は
、
当
然
勝
林
院
・
来
迎
院
の
訴
訟
で
あ
ろ
う
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
小
田
庄
を
め
ぐ
る
事
件
は
あ
り
ふ
れ
た
民
事
事
件
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
現
に
『
御
前
落
居
記
録
』
に
収

め
ら
れ
た
他
の
諸
事
件
も
、
大
か
た
所
領
を
め
ぐ
る
紛
争
で
あ
る
。
こ
う
し
て
歌
人
正
徹
の
事
件
と
し
て
こ
の
事
件
を
見
る
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
二

く
、
東
福
寺
の
大
衆
の
一
人
と
し
て
の
正
徹
（
『
東
福
寺
文
書
』
四
＝
二
に
、
文
安
初
年
に
大
衆
の
一
人
と
し
て
署
名
し
て
い
る
正
徹

が
い
る
）
が
か
か
わ
っ
た
土
地
紛
争
と
し
て
見
な
お
す
な
ら
ぽ
、
こ
こ
に
は
足
利
義
教
個
人
の
出
る
幕
は
全
く
な
い
。
も
し
い
る
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
三

れ
ぽ
、
幕
府
機
構
の
頂
点
に
君
臨
し
、
　
一
々
の
所
領
地
に
つ
い
て
は
知
識
も
興
味
も
持
ち
よ
う
も
な
く
、
た
だ
判
決
を
有
効
な
ら
し
め

　
　
　
　
正
徹
草
庵
領
備
中
国
小
田
庄
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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正
徹
草
庵
領
備
中
国
小
田
庄
に
つ
い
て

八

る
た
め
に
花
押
を
残
す
将
軍
が
い
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
将
軍
が
義
教
と
名
乗
っ
て
も
、
義
勝
、
義
政
な
ど
と
名
乗
っ
て
も
、
事
態
に

は
何
の
変
化
も
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
伝
説
的
な
正
徹
流
諦
説
と
小
田
庄
の
没
収
と
は
必
ず
し
も
関
連
性
が
認
め

ら
れ
な
い
。
ま
た
正
徹
の
出
身
地
を
、
小
田
庄
の
存
在
ゆ
え
に
備
中
小
田
に
求
め
る
の
は
、
根
拠
が
弱
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
訴
訟
記

録
か
ら
見
る
と
、
こ
の
地
は
正
徹
の
父
祖
か
ら
相
伝
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
大
原
来
迎
院
、
聖
興
蔵
主
の
手
を
経
て
伝
わ
っ
た
も
の

だ
か
ら
で
あ
る
。

注
一
　
『
古
事
類
苑
』
宗
教
部
一
に
、
魚
山
声
明
の
項
を
立
て
、
『
塩
嚢
抄
』
か
ら
、

　
　
　
　
大
原
山
ヲ
本
所
ト
云
二
付
テ
来
迎
勝
林
二
院
ア
リ

　
　
と
引
用
し
、
ま
た
『
大
原
来
迎
院
文
書
』
を
引
用
す
る
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
血
脈
に
よ
れ
ば
、
来
迎
院
の
声
明
を
中
興
し
た
と
さ
れ
る
良

　
　
忍
の
八
代
の
弟
子
に
宗
祐
と
い
う
人
物
が
お
り
、
こ
の
注
記
に
勝
林
と
記
さ
れ
て
い
る
。

注
二
　
こ
の
花
押
と
、
正
徹
本
徒
然
草
上
・
下
巻
の
花
押
、
千
歳
文
庫
蔵
蜷
川
智
緯
筆
伊
勢
物
語
に
見
え
る
正
徹
花
押
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
よ

　
　
う
に
思
わ
れ
る
。
東
福
寺
文
書
の
正
徹
が
歌
僧
と
は
別
人
の
可
能
性
も
認
め
ら
れ
る
。

注
三
　
『
満
済
准
后
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
永
享
三
年
五
月
末
は
、
九
州
に
お
け
る
大
内
氏
と
大
友
氏
の
紛
争
、
関
東
の
足
利
義
持
の
動
静
等
の
対

　
　
策
に
お
わ
れ
て
、
将
軍
足
利
義
教
は
多
忙
極
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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